
奈良県警察組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２８年１０月１７日

奈良県公安委員会

委員長 中 村 憲 兒

奈良県公安委員会規則第７号

奈良県警察組織規則の一部を改正する規則

奈良県警察組織規則（昭和４３年６月奈良県公安委員会規則第１０号）の一部を次の

ように改正する。

第７条の２中第１２号を第１３号とし、第１１号の次に次の１号を加える。

(12) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律（平成２８年法律第７３号）第３条に

規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

別表第１県民サービス課犯罪被害者支援室の項中「第１２号」を「第１３号」に改め

る。

附 則

この規則は、平成２８年１１月３０日から施行する。
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